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第１節　自然とのふれあいの推進【自然環境課】
　県内には多様で豊かな自然が多く残されていま

すが、社会情勢の変化等により、その様相が変化

しつつあることから、自然環境保全地域や自然公

園の指定を行いその保全に努めています。

　また、自然に親しみ、生物の多様性や自然との

共生について理解を深めるため、三瓶自然館等の

管理運営や自然解説ボランティアの育成などによ

り自然とのふれあいの推進に努めています。

１　優れた自然の保全

　　自然環境保全地域の保全

　昭和48年３月に制定された「島根県自然環

境保全条例」により、県内の自然公園区域外

で学術的に価値の高い優れた自然の存する地

域６箇所が自然環境保全地域に指定されてい

ます。

　指定した地域については、地元の保護団体

等の協力を得ながら、巡視や草刈りなどの保

全活動を実施し、適正な保全に努めています。

　特に赤名湿地においては、様々な要因によ

り自然遷移による乾陸化が進み、湿地性植物

の衰退が懸念されてきたことから、平成14～

16年度でボランティアの協力を得ながら、湿

地の自然の再生を図りました。その後も湿地

環境を維持するため、毎年地元ボランティア

の協力により除草作業を実施しています。

表２－１－１　島根県自然環境保全地域一覧表

地 域 名 所 在 地 保全すべき自然環境の特質等 指定等の状況

１．赤名湿地性植物群落 飯南町
ミツガシワ、リュウキンカ、サギソウ、ト
キソウ、ハンノキ等の湿地性植物群落

昭和52年度指定
（30.18ha）

２．六日市コウヤマキ自生林 吉賀町 コウヤマキ自生林
昭和52年度指定
（48.17ha）

３．オキシャクナゲ自生地 隠岐の島町
オキシャクナゲを中心とした隠岐島後特有
の動植物等

昭和54年度指定
（76.76ha）

４．西谷川オオサンショウウオ
繁殖地

安来市 オオサンショウウオ生息環境
昭和57年度指定
（5.00ha）

５．三隅海岸 浜田市
ハマビワの自生地と変化に富んだ岬角、島
嶼景観

昭和63年度指定
（15.90ha）

６．女亀山 飯南町
野生動植物の生息・自生地、鳥類の繁殖・
中継渡来地

昭和62年度指定
（2.73ha）

計 ６地区

　　優れた自然財産の保護と活用

　自然公園や自然環境保全地域といった法規

制に基づく保護活用のほか、身近で地域のシ

ンボルとなっている自然や貴重な自然を「み

んなで守る郷土の自然」として、昭和62年度

から選定をはじめ、地域住民を中心とした保

全活動の助成や地域整備事業を実施してお

り、累計で54箇所となりました。

　また、平成17年度から、地域住民自らが守

り育て、活用している生活に密着した身近な

森や林を「みんなで親しむふるさとの杜」と

して地域選定し、保全活動の助成や地域整備

事業を実施することとし、松江市「忌部神社

の杜」と奥出雲町「湯野神社の杜」計２箇所

を選定しました。

　そのほか平成14年度に自然再生事業を実施

した三瓶山北の原にある姫逃池では、県指定

天然記念物であるカキツバタの生育環境が改

善されました。その後、カキツバタの周辺に

他の草の繁茂が目立つようになったことか

－ 55 －

自
然
と
の
ふ
れ
あ
い

の

推

進

2-1



第２章　人と自然との共生の確保

ら、平成20年度においても、ボランティアの

協力を得て、草の抜き取り作業を実施しまし

た。

　　自然保護意識の普及・啓発

　自然環境の適正な保全と利用を推進するた

め、新聞広報等により自然保護意識の普及啓

発に取り組みました。

　また、地域の自然を守る活動をしている団

体等に集まっていただき、自然保護意識の啓

発と各団体の活動状況等の情報交換を目的と

した交流研修会を浜田市金城町で開催しまし

た。

２　自然公園の保護と利用

　　本県の自然公園

　我が国は、世界の中でも屈指の風景国と言

われており、四季折り折りの自然風景は、私

公園の種類 公園の名称
公園指定
年 月 日

面　積
（海面を
 除く）

陸 域 面 積 の 内 訳

摘 要
特 別 地 域

普通地域特別保
護地区

第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域

国 立 公 園 大 山 隠 岐 Ｓ38.４.10 13,036 730 585 5,399 6,269 53

海士町、西ノ島町、
知夫村、隠岐の島
町、松江市、出雲
市、大田市、飯南
町、美郷町

計 1 13,036 730 585 5,399 6,269 53

国 定 公 園

比 婆
道 後 帝 釈

Ｓ38.７.24 1,637 － 16 854 767 － 奥出雲町

西中国山地 Ｓ44.１.10 9,211 77 714 3,338 5,082 －
邑南町、浜田市、
益田市、津和野町、
吉賀町

計 2 10,848 77 730 4,192 5,849 －

県立自然公園

浜 田 海 岸 Ｓ12.12.１ 238.6 － 7.2 199.4 32.0 － 浜田市

清 水 月 山 Ｓ39.４.17 360 － － 66 294 － 安来市

宍道湖北山 Ｓ39.４.17 10,618 － － 92 2,601 7,925
松江市、出雲市、
斐川町

立 久 恵 峡 Ｓ39.４.17 367 － － 86 281 － 出雲市

鬼 の 舌 震 Ｓ39.４.17 330 － － 35 295 － 奥出雲町

江 川 水 系 Ｓ39.４.17 2,296.5 － － － 1,893.5 403 美郷町、邑南町

蟠 竜 湖 Ｓ39.４.17 187.6 － － 81.9 82.3 23.4 益田市

表２－１－２　自然公園一覧表（平成21年３月31日現在） （面積単位：ha）

たちの人間性や情緒を育む母体です。

　そこで、特に優れた自然の風景地を国民の

遺産として後世に引き継いでいくために、国

立・国定公園及び県立自然公園に指定してそ

の保護を図るとともに、自然とのふれあいの

場として、利用の促進を図っています。

　本県においても、隠岐島や島根半島に代表

される優れた自然の海岸風景や、典型的なト

ロイデ火山の三瓶山、中国脊梁山地の山岳・

渓谷景観を有しているため、大山隠岐国立公

園、比婆道後帝釈国定公園、西中国山地国定

公園のほか11の県立自然公園が指定されてお

り、その総面積（海面を除く）は40,497haで、

県土面積の約６％を占めています。（表２－

１－２）

　このほか、大山隠岐国立公園には、隠岐島

地域と島根半島地域の海面に、海中公園地区

４地区と普通地域が指定されています。
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　　自然公園の利用

　自然公園は、優れた自然の風景地を保護す

るものであるとともに、自然とのふれあいの

場としても活用するものでもあります。特に

最近は都市型生活化に伴って、身近な自然を

相手とするハイキング、自然探勝、キャンプ

等の低廉で健全な野外レクリエーションの需

要が強くなってきており、自然に恵まれた本

県の自然公園は、これらの需要を満たす格好

の場として、その存在価値が増大しています。

公園の種類 公園の名称
公園指定
年 月 日

面　積
（海面を
 除く）

陸 域 面 積 の 内 訳

摘 要
特 別 地 域

普通地域特別保
護地区

第 １ 種
特別地域

第 ２ 種
特別地域

第 ３ 種
特別地域

県立自然公園

青 野 山 Ｓ39.４.17 970 － － 39 931 － 津和野町

竜頭八重滝 Ｓ42.５.９ 396 － － 38 358 － 雲南市

千 丈 渓 Ｓ57.10.15 340.2 － － 114 226.2 － 江津市、邑南町

断 魚 渓 ・
観 音 滝

Ｓ59.５.18 509.3 － － 39.0 470.3 － 江津市、邑南町

計 11 16,613.2 － 7.2 790.3 7,464.3 8,351.4

合　　計 14 40,497.2 807 1,322.2 10,381.3 19,582.3 8,404.4

（注）国立公園には、上記のほか、海面（島根半島〈７ha〉、浄土ケ浦〈20.8ha〉、代〈14.8ha〉、国賀〈7.3ha〉、
海士〈7.6ha〉の各海中公園地区及び普通地域）が指定されています。

表２－１－３　自然公園利用者の推移 （単位：千人）

公園の種類 公園の名称 Ｈ11年 Ｈ12年 Ｈ13年 Ｈ14年 Ｈ15年 Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年 Ｈ20年

国 立 公 園 大 山 隠 岐 4,946 4,501 4,616 4,736 4,692 4,487 4,444 4,605 4,779 5,037

計 1 4,946 4,501 4,616 4,736 4,692 4,487 4,444 4,605 4,779 5,037

国 定 公 園
比婆道後帝釈 30 30 28 29 29 25 14 26 20 23

西 中 国 山 地 349 365 393 358 329 312 336 266 200 257

計 2 379 395 421 387 358 337 350 292 220 280

県立自然公園

浜 田 海 岸 741 889 661 561 527 549 495 433 429 414

清 水 月 山 957 941 871 834 896 1,024 1,129 1,281 1,217 1,249

宍 道 湖 北 山 1,441 1,489 1,297 1,265 1,149 1,107 1,084 1,077 1,084 1,024

立 久 恵 峡 199 214 183 178 154 170 166 152 133 163

鬼 の 舌 震 39 60 80 98 100 100 100 100 101 101

江 川 水 系 93 86 74 90 93 77 48 38 35 37

蟠 竜 湖 136 160 168 180 183 188 196 205 209 221

青 野 山 25 21 20 20 17 17 14 14 17 10

竜 頭 八 重 滝 85 61 67 61 60 60 58 50 50 55

千 丈 渓 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

断魚渓・観音滝 33 30 26 31 31 29 28 29 28 27

計 11 3,752 3,954 3,450 3,321 3,213 3,324 3,321 3,382 3,306 3,304

合 計 14 9,077 8,850 8,487 8,444 8,263 8,148 8,115 8,279 8,305 8,621
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　　④　自然保護レンジャー制度

　県内の自然公園等（国立・国定・県立自

然公園、中国自然歩道、自然環境保全地

域）においてボランティアとして動植物の

保護、野外活動の指導及び情報提供などの

活動に従事できる方133名を第13期島根県

自然保護レンジャーとして委嘱（任期２年：

平成20年度～平成21年度）し、その協力を

得て自然保護の推進を図りました。

　　⑤　自然公園等ボランティア整備

　自然保護レンジャーや地元自然保護団体

など、県民との協働事業という形で、自然

公園等の整備を行っています。平成20年度

は、中国自然歩道の石見銀山街道コースに

おける歩道整備、指導標の更新を行いまし

た。

　　⑥　自然に親しむ運動

　７月21日から８月20日までの１か月間を

表２－１－４　自然公園における年度別許可・届出事項の処理件数

処理の別 行為の種類 公園別 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

許 可

工 作 物 の
新 改 増 築

国 立 69 65 59 64 78 － － － － －

国 定 4 4 7 7 3 3 5 2 9 3

県 立 21 14 17 15 12 18 20 21 10 20

木竹の伐採

国 立 1 2 0 2 3 － － － － －

国 定 2 0 3 1 4 1 2 0 0 2

県 立 1 2 1 4 4 1 1 1 1 1

そ の 他

国 立 10 21 11 24 27 － － － － －

国 定 0 1 4 0 2 1 1 0 1 0

県 立 4 2 7 2 8 5 2 7 3 1

受 理
工 作 物 の
新改増築他

国 立 7 8 6 6 7 － － － － －

国 定 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

県 立 1 1 1 0 0 1 4 1 0 1

計

国 立 87 96 76 96 115 － － － － －

国 定 6 5 14 8 9 6 8 2 10 6

県 立 27 19 26 21 24 25 27 30 14 23

合 計 120 120 116 125 148 31 35 32 24 29

※国立公園にかかる許認可事務については、法定受託事務を返上したため、平成16年度より環境省が直接実施
している。

　　自然公園の管理

　健全な利用を促進するための自然公園清掃

活動事業、自然に親しむ運動等の諸施策を実

施したほか、他事業との調整を図るために各

種の許認可を行いました。

　　①　自然公園施設の管理

　歩道、園地、駐車場、公衆便所など自然

公園の施設については、原則として市町村

に適正な管理を委託しており、安全で快適

な自然公園の利用を図っています。

　　②　自然公園美化清掃交付金

　自然公園内でも特に清潔の保持が求めら

れる地域の美化のため、当該地域の清掃事

業を行う市町村に対し、交付金を交付しま

した。

　平成20年度交付実績

　　　14市町村　4,400千円

　　③　自然公園のパトロール及び許認可

　生活環境の都市化や、余暇時間の増加に

伴って自然公園の存在価値も増大してお

り、春季及び夏季の利用最盛期を中心にパ

トロールを強化し、健全な利用の普及を図

ると共に違法行為の防止や許認可手続等の

指導及び処分を行いました。
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中心として自然公園の利用を中心とした

「自然に親しむ運動」が全国的に展開され、

県内各地で自然に親しむ各種の行事が実施

されました。

　　⑦　その他

　各種自然公園の施設の維持補修及び国立

公園表示板等の標識整備の管理事業を実施

しました。また、実行委員会主催による清

掃活動「クリーン三瓶」を実施しました。

　　中国自然歩道

　　①　延長562.7

　　　　本線ルートＬ＝481.2

　　　 　（津和野―匹見―浜田―川本―温泉津―

三瓶―立久恵―大社―一畑薬師―美保

関）

　　　　南北ルートＬ＝81.5

　　　 　（一畑薬師―斐川―木次―吾妻山）

　　②　策定年度　昭和52～昭和57年度（平成４

年度一部見直し）

　　③　関係自然公園

　　　　国立公園　大山隠岐

　　　　国定公園　西中国山地、比婆道後帝釈

　　　　県立自然公園　青野山、浜田海岸、千丈

渓、断魚渓・観音滝、立

久恵峡、宍道湖北山、鬼

の舌震

　　④　利用の推進

　中国自然歩道を県民に広く知ってもら

い、ハイキング等の利用促進を図るため、

全12コース毎にパンフレットを作成して、

モデルコースや見どころ等の紹介をしてい

ます。

表２－１－５

№ コ ー ス 名 モデルコース

① 美保関大平山コース
美保北浦コース

北山縦走コース

② 朝日山一畑寺コース
朝日山登山コース

赤浦海岸コース

③
鰐淵寺・大社・立久恵
コース

鰐淵寺コース

立久恵峡周遊コース

④ 湯の川峯寺コース 光明寺コース

⑤ 鬼の舌震吾妻山コース
鬼の舌震コース

吾妻山登山コース

⑥ 三瓶山麓コース
北の原・西の原コース

西の原湯抱コース

№ コ ー ス 名 モデルコース

⑦ 石見銀山街道コース 石見銀山街道コース

⑧ 断魚渓千丈渓コース
千丈渓探勝コース

萩原山断魚渓コース

⑨ 浜田海岸コース
浜田海岸コース

三階山コース

⑩ 龍雲寺双川峡コース
大麻山コース

龍雲寺コース

⑪ 匹見峡コース

⑫ 津和野コース

城山コース

南谷青野山コース

地倉沼コース

　　⑤　管理

　中国自然歩道の安全快適な利用を図るた

め、通常のパトロール、草刈等の管理を関

係12市町村等に委託するとともに、災害等

によって破損した箇所の維持補修工事を実

施しています。なお、通行不能区間の解消

などを目的として、平成19年度から路線の

一部見直しに着手しています。

　　自然とのふれあいの場の整備

　自然公園においては、その優れた自然の風

景地を保護するとともに、自然に親しむ目的

で自然公園を訪れる利用者のための利用施設

を整備する必要があります。

　このため、効果的な利用を図る施設として、

自然探勝歩道、園地、駐車場及び公衆トイレ

などの施設を重点的に、国、県及び市町村が

連携を取りながら整備を進めてきました。
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　また、中国自然歩道においても、施設の不

備や老朽化に伴い、整備を進めてきました。

　平成20年度に県が整備した施設は、次のと

おりです。

表２－１－６　自然公園施設整備一覧（平成20年度）
県単事業

自然公園名等 市町村名 公園事業名等 整 備 内 容

比婆道後帝釈国定公園 奥出雲町 船通山登山道再整備 石積み、路面整正、石積横断溝設置

３　自然とのふれあいの確保

　　自然にふれ、学ぶ場の確保

　これまでに整備した三瓶自然館、宍道湖自

然館、しまね海洋館などの施設を、自然との

ふれあいを楽しんだり、生き物との接し方や

持続可能な利用について学ぶ環境学習の場と

して積極的に活用していきます。三瓶自然館

及び附属施設である三瓶小豆原埋没林公園等

の管理運営にあたっては、財団法人しまね自

然と環境財団を指定管理者とし、効率的で適

切な管理を行うとともに自然教育の場として

利用促進を図っています。

　また、三瓶自然館では自然系博物館として

自然環境に関する調査研究や環境教育に努め

ました。

　　自然とのふれあいの増進

　日本自然保護協会と共催して「NACS－J

自然観察指導員講習会」を島根県立青少年の

家（サンレイク）で開催しました。県内で新

たに40名の自然観察指導員が登録されまし

た。

　自然観察の指導者に対するフォローアップ

研修として、ふれあいの里奥出雲公園で植物

の見分け方を学ぶ「植物道場」を開催し23名

の参加者がありました。

　また、エコツーリズムの普及・定着を図る

ために、エコツーリズムを実施する可能性の

ある地域の掘り起こしや旅行会社と連携した

モデルツアー実施、有志団体などが実施する

エコツアーの誘致等を積極的に行いました。

４　環境に配慮した工事の推進

　　事業計画策定に当たっての自然環境へ

の配慮の促進

　自然環境情報の収集に努め各種事業計画の

照会に対し環境配慮の助言を行いました。
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「自然公園・自然環境保全地域」マップ

第２章　人と自然との共生の確保

図２－１－１　島根県自然保護地域図

1 浜田海岸県立自然公園
2(1) 清水月山県立自然公園　（清水）
2(2) 　　　　 〃 　　　　（鷺の湯）
2(3) 　　　　 〃 　　　　　（月山）
3(1) 宍道湖北山県立自然公園（枕木山）
3(2) 　　　　　〃　　　　　　（嵩山）
3(3) 　　　　　〃　　　　　（朝日山）
3(4) 　　　　　〃　　　　　（宍道湖）
3(5) 　　　　　〃　　　　（一畑薬師）
3(6) 　　　　　〃　　（鰐淵寺・北山）
4 立久恵峡県立自然公園
5 鬼の舌震県立自然公園
6 江川水系県立自然公園
7 蟠竜湖県立自然公園
8(1) 青野山県立自然公園（地倉沼）
8(2) 　　　　〃　　　　（青野山）
8(3) 　　　　〃　　（津和野城跡）
9(1) 竜頭八重滝県立自然公園（竜頭ヶ滝）
9(2) 　　　　　〃　　　　　　（八重滝）
10 千丈渓県立自然公園
11(1) 断魚渓・観音滝県立自然公園（観音滝）
11(2) 　　　　　　〃　　　　　　（断魚渓）
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第２章　人と自然との共生の確保

第２節　生物の多様性の確保
　生物の多様性は、個々の生物種や地域における

個体群が維持され、全体として生態系が保全され

ることにより確保されます。本県の豊かな自然の

営みを守るため、山林、森林、河川、湖沼、海岸

など、それぞれの環境に応じた生物の生息・生育

環境の保全・回復を図ることが必要です。

１　野生動植物の保護対策
　　【自然環境課】

　　「しまねレッドデータブック」の発行

　レッドデータブックとは、絶滅のおそれの

ある野生生物の種をリストアップし、その生

息状況等を取りまとめたものです。都道府県

レベルの状況をまとめたものとしては全国で

も先駆的な取り組みとして、平成８年度に「し

まねレッドデータブック」を発行しました。

これは県独自に判断した保護の緊急性により

３区分にランク付けし、動植物合わせて315

種を掲載したものです。

　その後５年近くを経過し、野生生物の生息

生育実態の状況変化や最新の情報を反映させ

る必要が生じたため、平成13年度から改訂作

業に着手し、平成15年度末には「改訂しまね

レッドデータブック」を発行しました。改訂

にあたっては、環境省に準じた絶滅のおそれ

の度合いを示すカテゴリー区分の導入や掲載

分類群の追加を行い、動植物合わせて836種

を掲載種として選定、評価しています。

　この「改訂しまねレッドデータブック」に

ついては、平成16年度末に県の監修の下に編

集された「しまねレッドデータブック普及版」

が発行され、県民に広く活用されています。

　　自然環境の調査・情報整備

　野生動植物の生息生育実態をはじめとする

自然環境について自然環境調査を実施すると

ともに、既存のデータについても広く収集整

理を行っています。

　これらの結果については、データベース化

を行い地図情報として整理しており、各種開

発協議にあたってはこれをもとに調整を図る

など、自然環境保護施策に活用しています。

　平成20年度は、神戸川水系の５河川におけ

る魚類相調査などを実施しました。

　　レッドデータ生物の保護対策

　「改訂しまねレッドデータブック」に掲載

される種のうち、絶滅のおそれの高いものを

中心として、生息生育状況や生息生育環境の

調査等を実施し、貴重野生動植物の保護・増

殖や失われつつある生息生育環境の再生など

の具体的保護対策につなげていきます。

　平成20年度には、ミナミアカヒレタビラ、

カワラハンミョウ及びムラサキセンブリなど

について確認調査等を実施しました。

　　自然の再生

　地元保護団体や学術関係者等と連携して、

開発や人の関わりの減少等により失われつつ

ある自然環境や動植物種の回復・復元に取り

組んでいます。

　平成20年度には、県内では三瓶山にのみ生

息する蝶であるウスイロヒョウモンモドキの

生息環境の復元を島根大学、三瓶自然館及び

地元小学校児童等と連携して行いました。ま

た、同じく県内では、松江市内のため池１箇

所に生育する浮葉植物のオニバスを移植し、

生育地の拡大に努めました。

　　外来生物の対策

　もともと生息生育していない地域に人間活

動によって他地域から侵入してきた外来生物

のうち、自然生態系などに悪影響を与え、ま

た、そのおそれのあるものについて調査・情

報収集を行うとともに、被害拡大防止に努め

ます。

　平成20年度は、隠岐の島町において、ブラッ

クバス等の外来種の駆除や啓発活動を行いま

した。
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第２章　人と自然との共生の確保

２　野生鳥獣の保護管理対策
　　【森林整備課（鳥獣対策室）】

　野生鳥獣による農林作物等の被害を防止しな

がら、野生鳥獣の保護管理を図るため、「鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づ

き策定した第10次鳥獣保護事業計画（平成19年

度～平成23年度）及び、絶滅のおそれのある野

生生物を保護するため、「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保存に関する法律（種の保存

法）」に基づいて鳥獣行政を推進していくもの

で、その主要事項は次のとおりです。

　　①　鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区、特

定猟具使用禁止区域、狩猟鳥獣捕獲禁止区

域（ニホンジカ、キジ・ヤマドリ）、鉛散

弾規制区域の指定整備に関する事項

　　②　鳥獣の放鳥獣に関する事項

　　③　有害鳥獣の捕獲に関する事項

　　④　鳥獣の生息状況の調査に関する事項

　　⑤　鳥獣保護事業の啓発及び実施体制の整備

に関する事項

　　⑥　絶滅のおそれのある種の保存に関する事

項

　平成20年度に実施した主な事業は次のとおり

です。

　　平成20年度末現在の鳥獣保護区等の指定状

況は別表２－２－１のとおりで、鳥獣保護区

の新規指定はありませんでした。

　　愛鳥週間（５月10～16日）行事の一環とし

て、小・中・高等学校及び特別支援学校の児

童・生徒を対象とした愛鳥週間ポスター図案

の募集（応募校50校、応募数543点）、その入

賞者の表彰と作品の展示や野鳥観察会（益田

市、出雲市）を実施し、さらに愛鳥モデル校

に図書等を配布し愛鳥思想の普及啓発に努め

ました。

　　水鳥の保護対策の基礎資料とするため、例

年行っているガンカモ類の生息調査（宍道湖・

神西湖・高津川）を10月から３月までの間に

行い、ガンカモ類の一斉渡来状況調査（県内

全域）を平成21年１月11日前後で実施しまし

た。（表２－２－２）

　　傷病野生鳥獣の救護対策として、傷病野生

鳥獣救護ドクターの7名により135件（鳥類

121件、獣類14件）の傷病鳥獣の治療を実施

しました。

　　本県では弥山山地をニホンジカ捕獲禁止区

域に指定し狩猟を禁止していますが、頻繁な

出没や農林作物被害が深刻なことから、個体

数調整と生息環境整備を重点的に進めまし

た。併せて生息頭数調査（区画法調査・糞塊

法調査・ライトセンサス調査）を実施し、よ

り正確な頭数把握に努めました。

　　県西部を中心とした西中国山地に生息する

ツキノワグマは、特定鳥獣保護管理計画に基

づき対策を講じてきています。しかし近年、

人家周辺への出没したり、農林作物畜産等へ

の被害を発生させる状況にあるため、鳥獣専

門指導員（ツキノワグマ）１名を設置し、出

没時の対応や被害対策を講じるなど、適切な

保護管理に努めました。

　　狩猟鳥であるキジ・ヤマドリについて、そ

の増加を図るために必要と認められる箇所に

おいて、キジ650羽、ヤマドリ50羽を放鳥し

ました。

　　野生鳥獣による農作物被害対策として、防

護柵等の設置及び有害鳥獣捕獲を推進し、そ

の軽減及び防止に努めました。

種 別 設定区分
19　年　度 20　年　度

備 考
箇所数 面　積 箇所数 面　積

鳥 獣 保 護 区 国 指 定 2 16,575 2 16,575 中海・宍道湖

〃 県 指 定 84 31,717 82 30,682

特 別 保 護 地 区 国 指 定 2 15,695 2 15,695 中海・宍道湖

〃 県 指 定 12 615 12 572

表２－２－１　鳥獣保護区等の指定状況 （単位面積：ha）
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第２章　人と自然との共生の確保

表２－２－２　水鳥生息調査状況 （単位：羽）

種別
年度 マガモ カルガモ コガモ オカヨシガモ ヒドリガモ オナガガモ

14 9,179 3,414 1,214 262 816 641

15 8,644 4,010 1,512 375 1,645 1,010

16 8,719 3,824 1,693 199 1,160 909

17 11,804 4,652 2,240 293 1,667 795

18 8,535 3,665 1,079 367 1,883 1,285

19 8,298 3,727 2,101 369 1,669 1,800

20 6,992 4,015 1,868 396 2,049 1,178

ハシビロガモ ホシハジロ キンクロハジロ スズガモ ホオジロガモ ヨシガモ アカツクシガモ

214 2,606 23,155 10,763 333 48 －

321 29,552 43,183 27,358 335 20 －

506 7,203 41,057 14,040 252 51 －

232 11,244 36,839 34,527 463 57 －

349 13,387 28,066 21,494 240 13 －

324 8,027 45,330 27,462 129 5 －

541 5,280 30,987 23,592 168 124 －

ツクシガモ アカハジロ トモエガモ ア メ リ カ ヒ ド リ オシドリ ウミアイサ ミコアイサ

2 － 10 － 688 26 11

- － 15 － 1,097 18 9

2 － 70 － 633 22 21

5 － － － 812 29 8

4 － 14 － 804 9 12

2 － 6,001 1 1,133 24 12

1 － 119 1 778 15 4

カワアイサ マガン
サカツラガン
ヒ シ ク イ

コハクチョウ オオハクチョウ その他 計

82 3,093 95 1,345 6 426 58,429

171 3,443 128 1,855 4 7,705 132,410

152 3,566 89 1,576 37 220 86,001

87 3,970 135 2,839 2 148 112,848

92 3,835 117 2.213 － 744 88,207

94 4,471 138 2,555 4 4,904 118,580

73 4,003 120 1,849 9 874 85,036

種 別 設定区分
19　年　度 20　年　度

備 考
箇所数 面　積 箇所数 面　積

休 猟 区 県 指 定 2 2,670 1 1,675

特 定 猟 具 使 用 禁 止 区 域 〃 73 23,103 77 24,730

オ ス ジ カ 捕 獲 禁 止 区 域 〃 1 6,980 1 6,980

キジ・ヤマドリ捕獲禁止区域 〃 14 26,254 15 33,695

鉛 散 弾 規 制 地 域 〃 1 50 1 50
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第２章　人と自然との共生の確保

３　ラムサール条約湿地「宍道湖・中
海」の「環境の保全」と「賢明な
利用」の推進【自然環境課】

　平成17年11月、宍道湖と中海はラムサール条

約湿地として登録され、平成18・19年度は、登

録の広報をはじめ「環境の保全」と「賢明な利

用」の実現に向けて、緊急課題対応枠として事

業を展開しました。この結果、鳥取県との連携

やNPO等住民との協働が促進されるなど、概

ね初期の事業目的を達し、順調にスタート台に

立ち、平成20年度は、両湖の恵みを将来世代へ

承継していくという壮大な理念の実現に向け、

長期的視点に立った、息の長い取り組みを着実

に継続していくために以下の事業を実施しまし

た。

１．参加して繋げる環境学習

　○「ラムサール条約と「賢明な利用」を語る会」

の継続開催

　

　○COP10「世界KODOMOラムサール会議」へ

代表を派遣（韓国　昌原市）

　平成20年10月、第10回ラムサール条約締約

国会議の協賛イベントとして開催された「世

界KODOMOラムサール会議」に中学生２名

を派遣しました。この会議は韓国昌原市とラ

ムサールセンターの主催で開かれ、日本から

は２人を含む18人が選ばれ、韓国やイタリア

など計10カ国、60人の子どもが湿地保全の取

り組みを通じて交流しました。

２．学んで繋げる環境学習

　○自然観察会（10回）及びエコツアーガイト養

成研修の開催

　○ゴビウスKODOMOラムサール探偵団の発足

３．情報発信と連携により繋げる賢明な利用

　○両湖の生物情報やリアルタイム情報を手軽に

見ることのできるホームページの作成

テ　ー　マ 開　催　月 参加人数

第１回
ラムサール条約と
は何か

平成17年６月 80

第２回 魚介類 10月 50

第３回 漂着物 平成18年６月 40

第４回 農業 10月 50

第５回 エコツーリズム 平成19年２月 60

第６回 環境教育・学習 平成19年６月 34

第７回
宍道湖・中海の恵
みの活用

11月 70

第８回 エコツーリズム 平成20年２月 34

第９回
宍道湖・中海の今
昔

平成20年６月 50

第10回
こどもたちが語る
未来

平成20年10月 50

第11回
登録から３年を振
り返る

平成21年２月 60
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第２章　人と自然との共生の確保

第３節　森林・農地・漁場の保全と活用

１　森林・農地・漁場の保全

　　森林の公益的機能の維持保全

　　　【森林整備課】

　森林は、水資源のかん養や、土砂流出防備

等国土の保全機能はもとより、二酸化炭素の

吸収や、再生産が可能な資源である木材の生

産など、地球温暖化の防止に重要な役割を

担っています。

　なかでも、地球温暖化防止対策においては、

京都議定書における温室効果ガス削減の検証

期間である第一約束期間（2008年～2012年）

に入り、二酸化炭素吸収源としての森林への

期待がますます高まりつつあります。

　県では地域森林計画を策定し、森林資源の

利用と再生、除間伐等による森林機能の充実・

強化を図るための取り組みをしています。

　森林整備を進めるにあたっては、補助事業

により森林所有者等が行う植栽、下刈り、間

伐などの費用負担の軽減や、林道・作業道な

どの路網の整備による施業の低コスト化の推

進などを行っています。

　また、特に重要な役割を果たしている森林

については、保安林に指定し、開発行為など

を制限して保全に努めるほか、自然災害等に

より機能が低下したものについては、治山事

業により機能回復のための防災施設の設置や

森林整備を行っています。

　　水と緑の森づくり【林業課・森林整備課】

　水資源のかん養、県土保全等全ての県民が

等しく享受している安全で安心な生活に不可

欠な公益的機能を有する森林が県民共有の財

産であるとの認識に立ち、荒廃森林を再生さ

せ水を育む緑豊かな森を次世代に引き継いで

いく責務を果たすことを目的として、県民及

び県が協働して水と緑の森づくりに取り組み

ます。

　　①　県民再生の森事業（荒廃森林の再生）

　　②　森づくり・資源活用実践事業（県民提案

型）

　　③　森づくり推進事業（森づくり情報交流・

人材養成など）

　　松くい虫被害対策の推進

　　　【森林整備課】

　県内の松くい虫被害は、昭和48年以降増加

の一途をたどり、昭和59年に約11万の過去

最高を記録しました。その後は減少傾向で推

移し、平成20年度の被害量は２万１千で、

ピーク時の19％にまで減少しました。

　このため、公益的機能の高い松林に絞り込

んだ防除計画を策定し、健全木の予防と被害

木の駆除を組み合わせた被害対策を行ってい

ます。

　また、平成20年秋から、松くい虫抵抗性マ

ツ苗木の出荷が始まり、海岸部の被害跡地へ

の植栽が進められています。

　　農地保全対策の推進【農村整備課】

　農村地域は、食料の生産・供給の場である

とともに、そこに住む人々の生活の場であり、

豊かな自然や、気候・風土に育まれた独特の

農村景観により人々に安らぎを与えてきた場

でもあります。

　特に県土の約９割を占める中山間地域で

は、生産基盤整備や生活環境整備を一体的・

総合的に行うことにより、農業農村の活性化

を図りながら農地の保全を積極的に展開して

います。またその整備に当たっては、生態系

や景観・親水にも配慮し、新たな農村環境を

生み出すことなどにより、地域住民の憩いの

場や都市交流の場としても活用できるよう整

備しています。

　　①　中山間地域総合整備事業

　過疎、山村振興、離島振興、半島振興、

特定農山村の指定を受けた地域等における

中山間地域で、ほ場整備や農道、農業用用

排水路などの農業生産基盤や、集落道や農

村公園などの農村生活環境基盤等の整備を

総合的に行い、農村を取り巻く環境保全対

策を実施しています。
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第２章　人と自然との共生の確保

　平成20年度事業実施地区数　　８地区

　　②　農村振興総合整備事業

　ほ場整備により、優良農地を確保すると

ともに、都市と農村の交流促進のための農

村公園緑地整備等を行い、農村地域の住環

境の向上や地域環境の保全を図ります。

　平成20年度事業実施地区数　　１地区

　　③　ふるさと水と土基金事業（中山間ふるさ

と・水と土保全対策事業）

　中山間地域等における水路や農道などの

土地改良施設や、これと一体的に保全する

必要があると認められた農地について、機

能の良好な発揮と地域住民活動の活性化を

図るため、人材の育成や、土地改良施設の

利活用及び保全整備等の促進に対する支援

を行います。

　　環境にやさしい農業の確立

　　　【農畜産振興課】

　　①　　推進事業

　　　ア　島根県『環境農業』推進協議会の開催

　学識経験者、消費者団体、農業団体、

行政等を委員とする島根県『環境農業』

推進協議会を開催し、島根県エコロジー

農産物推奨制度等について検討を行いま

した。

　　　イ　環境にやさしい農業研修会の開催

　有機農業実践者、エコファーマー、農

業者団体、行政担当者、指導機関・試験

研究機関関係者等を対象に「有機農業研

究大会」及び「土づくり研修会」を開催

しました。

　　　ウ　実証展示ほ場の設置

　各農林振興センターで、環境にやさし

い農業技術の実証展示を行い、その普及

拡大を図りました。

　　　エ　島根県エコロジー農産物推奨ＰＲシス

テムの活用

　環境にやさしい農業の推進のため、島

根県エコロジー農産物推奨制度の事務手

続きを簡便化するとともに、生産履歴等

を公表することができるシステムを活用

しました。

　これらの取り組みにより、平成20年度

に持続農業法に基づく認定農業者（エコ

ファーマー）は1,665名となりました。

　　②　　調査・試験研究

　　　ア　竹炭によるトマトの環境保全型栽培技

術の確立

　竹炭を利用した土づくりによって肥料

を減らし、収量や糖度、機能性成分含量

の高いトマトを生産する技術の確立をめ

ざしました。

表２－３－１　竹炭によるトマトの環境保全型栽培技術の確立

項 目 地 区 名 調 査 ・ 試 験 課 題

栽 培 試 験

農 技

農 技

飯 南 町

竹炭施用がトマトの生育、収量及び品質に及ぼす影響の解析

竹炭施用を利用した環境保全型農業技術の確立

実証栽培試験

　　　イ　水稲の有機栽培・減農薬栽培における

病害虫防除対策試験

　水稲について、JAS法による有機栽培

や、減農薬栽培での病害防除体系の確立

をめざしました。

表２－３－２　水稲の有機栽培・減農薬栽培における病害虫防除対策試験

項 目 地 区 名 調 査 ・ 試 験 課 題

栽 培 試 験
農 技

農 技

生物農薬等による防除対策試験

無病種子生産のための防除対策試験
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第２章　人と自然との共生の確保

　　③　農業用廃プラスチックの適正処理

　島根県農業用廃プラスチック適正処理推

進方針（平成11年12月１日制定）に基づき、

次の事項を実施しました。

　　　ア　地域協議会における組織的回収処理シ

ステムの構築

　県内全地域で10の地域協議会が設立さ

れており、地域毎に組織的回収処理シス

テムが構築され、全地域協議会において

リサイクル処理を実施しています。

　　　イ　農業用廃プラスチックリサイクル処理

推進員の育成

　各地域でのリサイクル処理の推進とリ

サイクル処理のための分別を徹底するた

め、平成14年度から推進員の認定研修・

試験を行っており、Ｈ20年度は12名が新

たに認定され、合計126名の推進員が認

定されております。

　これらの取り組みにより、回収率及びリ

サイクル処理率は以下のようになっていま

す。　

　なお、回収率が平成19年度より低下して

いますが、これは長期展張性フィルムの普

及などによるものであり、依然として適正

処理は行われるとともに、年々リサイクル

される割合が高まりつつあります。

　　　・農業用廃プラスチックの回収率

　　　　平成19年度：654トン（県内排出量の94％）

　　　　→平成20年度：586トン（同79％）

　　　・リサイクル処理率

　　　　平成19年度：573トン（県内排出量の88％）

　　　　→平成20年度：555トン（同95％）

　　漁場環境保全対策の推進【水産課】

　本県は、日本海に面した海岸や、汽水湖で

ある中海・宍道湖といった多様で豊かな水域

が存在しています。

　また、そこは良好な漁場でもあり、多種多

様な漁業が営まれ、年間を通して良質な魚介

類の供給源となっています。

　漁場となる海や湖の環境を維持・保全する

ことは大切であるため、水質や水生生物のモ

ニタリングなどを行うことにより漁場環境を

調査するとともに、漁業者が行う漁場環境の

改善の取り組みへの支援などを行うことで、

漁場環境の保全対策を推進しています。

　　・宍道湖・中海水産資源維持再生事業

　良好な漁場となっている宍道湖・中海に

おいて、定点を定め水質・底質・水生生物

を継続調査するとともに、両湖において環

境悪化の要因となっている貧酸素水塊の動

態に関する自動観測データや定期調査結果

をインターネット上で公開することにより

情報提供を行っています。

２　森林・農地・漁場における地域資
源の多面的活用

　　森林資源の利用の推進【林業課】

　森林資源には、森林から生産される木質資

源などのほか、森林に備わっている公益的機

能、さらには、森林の存在によって形成され

る自然環境も含まれ、これらを利用すること

は、私たちの安心、安全で、快適な生活に寄

与するものです。

　なかでも、木質資源は、人にやさしい、再

生産可能な自然素材であり、二酸化炭素を増

加させない「カーボンニュートラル」な資源

です、

　地域の森林で生産された木材を、地域の住

宅や公共施設等に幅広く利用し、さらに、製

材工場で発生した残材などの木質バイオマス

を、製紙原料、ボード原料、燃料等として利

用することは、森林整備を促進するとともに、

地球温暖化防止や循環型社会形成に貢献しま

す。

　平成20年３月に策定された、「新たな農林

水産業・農山漁村活性化計画」では、持続的

な林業経営と森林の多面的機能を発揮させる

ために、木を切って、使って、植える林業シ

ステムの循環を実現することとしており、実

践計画である「森林・林業戦略プラン」にお

いては、しまねの「緑豊かな森」を未来に引

き継ぐため、「木や森を使う」視点にウエイ

トをおいて、県民、企業、学術、行政などの
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第２章　人と自然との共生の確保

諸分野が連携・協働して取り組むべき内容を

示しています。　

　具体的には、①いつでも木材を安定供給で

きる森づくり、②需要者の声に応える原木流

通の仕組みづくり、③確かな品揃えができる

製品づくり、④環境に貢献できる木質バイオ

マス利用体制づくりに取り組み、森林資源の

利用を推進することとしています。

　　棚田地域の保全とその利活用

　　　【農村整備課】

　農業生産の場として長い歴史を経て形成・

維持されてきた棚田地域は、国土の保全や水

資源のかん養など様々な公益的機能を有して

おり、下流域の都市住民の生命・財産を守る

重要な役割を果たすとともに、農山村の原風

景を保持するなどの多面的な機能を発揮して

います。この棚田地域における保全整備や利

活用を促進する地域活動の支援を行っていま

す。

　　①　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

（里地棚田等の保全推進）

　里地や棚田等において、多面的な機能の

良好な発揮や豊かな自然環境の保全・再生

のために必要な施設等の整備を実施しま

す。

　　②　ふるさと水と土基金事業（中山間ふるさ

と・水と土保全推進事業）

　棚田保全への県民参加を促すとともに、

保全や利活用のため活動を行う集落組織等

の育成・定着並びに持続的な活動を支援し

ます。

　　美しく豊かな海辺の保全と活用

　　　【漁港漁場整備課】

　美しく豊かな海と漁業集落は、漁業活動に

加え人々が訪れ、憩い、交流する場として重

要な役割を果たしているためその維持・保全

を推進しています。

　　①　漁港環境整備事業

　漁港における景観の維持・美化を図り快

適で潤いのある漁港環境を形成するため、

植裁や運動施設の整備などを行います。

　平成20年度事業実施漁港　　１漁港

　　②　漁業集落環境整備事業

　漁業集落における生活環境の改善を総合

的に図り併せて生活廃水による海洋汚染を

防止するため、集落道、水産用飲雑用水、

漁業集落排水、緑地・広場等の整備を行い

ます。

　平成20年度事業実施地区　　12地区

　　③　漁村再生交付金

　個性的で豊かな漁村の再生を支援するた

め、地域の既存ストックの有効活用等によ

る漁港施設及び生活環境施設の整備を行い

ます。

　平成20年度事業実施地区　　３地区

　　④　海岸環境整備事業

　国土の保全と併せて養浜や植栽・遊歩道

の設置等により海岸部の総合的なレクリ

エーション機能の整備を行います。

　平成20年度事業実施海岸　　１地区
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第２章　人と自然との共生の確保

第４節　快適な生活空間の形成

１　良好な景観形成の推進
　　【都市計画課（景観政策室）】

　　ふるさと島根の景観づくり

　島根県は優れた自然景観に恵まれ、伝統文

化に彩られた個性豊かな景観が形づくられて

きましたが、これらの貴重な景観も時代の流

れのなかで次第にその姿を変えつつありま

す。

　そこで、わたしたちの暮らしや地域の発展

との調和を図りながら、過去の世代から受け

継いだ貴重な景観を守り、育てることにより、

生活と文化の豊かさを実感できる県土を創る

ため平成３年12月に「ふるさと島根の景観づ

くり条例」を制定しました。

　この条例に基づき、景観形成上特に重要な

地域である宍道湖周辺を「宍道湖景観形成地

域」として指定し、良好な景観形成の推進を

図るとともに、県内全域において、大規模な

建造物の建設や開発行為などについて、適切

な景観づくりを誘導しています。

　なお、平成16年12月に「景観法」が施行さ

れたことを受けて、県では、市町村によるよ

りきめ細かな景観づくりの推進を図ることと

しています。

　　主な景観政策事業

　　①　大規模行為等の届出

　景観に影響を与える建築物、工作物の設

置や開発行為について、事前に届出を求め、

良好な景観形成のためにその行為の形態、

意匠、緑化等について必要な指導・助言を

行っています。

　平成20年度は、大規模行為の届出が181

件、景観形成地域内行為の届出が７件あり

ました。

　　②　地域景観づくり活動促進事業

　地域を主体とした魅力ある景観づくりを

促進するために、島根県景観づくり基金

（9.4億円）により、住民や事業者が各種協

定に基づき行う景観形成活動や市町村が行

う景観向上のための自主的かつ積極的な活

動を支援しています。

　平成20年度は、市町村の景観づくり経費

補助件数３件でした。

　　③　築地松景観保全整備事業

　出雲平野の自然と文化に根ざした個性あ

る景観をつくり出している築地松を後世に

伝え残すため、築地松景観保全対策推進協

議会が行う築地松の保全整備活動を支援し

ています。

　平成20年度末現在で、特定73件、一般82

件、合計155件の築地松景観保全住民協定

を認定しています。

　　④　しまね景観賞

　優れた景観を形成している建物などを表

彰することにより、県民の景観に対する意

識高揚を図るため、「第16回しまね景観賞」

を実施しました。

　平成20年度は、170件の応募があり、「ま

ち･みどり」など５部門に加えて、本賞が

実施されて15回を経過したことを記念し

て、過去の受賞物件の中で、受賞後も引き

続いて魅力ある地域景観の創出のために良

好な景観づくりを行っているもののうち、

特に優れたものを今回に限り表彰する「景

観づくり貢献賞」を設け、計12件の表彰を

行いました。

　　⑤　その他

　住民等の景観づくりを支援するために、

平成20年度は「景観アドバイザー派遣」を

５件行いました。

２　緑化の推進【林業課】

　平成10年度に県で策定した「島根県環境基本

計画」の中に、「潤いと安らぎのある快適な生

活空間の形成」を目標に掲げており、この目標

を達成するために、ツリーバンク制度や「でき

ることから始めよう！身近な緑づくり運動」の

活用を通じて、緑豊かな生活環境づくりを推進

している。
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第２章　人と自然との共生の確保

　　主な緑化事業

　　①　ツリーバンク事業

　開発により伐採が予定されている樹木を

山取りし、県立緑化センターで一定期間育

表２－４－１　ツリーバンク事業の実績

年 度 引 取 り 提 供

５～15 72ヶ所 2,640本 165ヶ所 1,657本

16 4ヶ所 356本 20ヶ所 403本

17 2ヶ所 88本 16ヶ所 403本

18 7ヶ所 945本 10ヶ所 181本

19 5ヶ所 59本 8ヶ所 848本

20 2ヶ所 28本 17ヶ所 228本

計 92ヶ所 4,116本 236ヶ所 3,720本

　　②　できることから始めよう!身近な緑づく

り運動

　　　（平成18年度までは「県民一人ひとりの緑

づくり」運動）

　県民一人ひとりが樹木の大切さを再認識

し、緑あふれる快適な環境づくりに参加で

きるよう、誕生、入学、結婚などを記念し

て自ら植樹される方々に、県が苗木を無償

で提供し「思い出の木」として育てていた

だく県民参加の緑づくり運動を平成７年度

から実施しています。

　平成19年度からは島根県緑化推進委員

会との協働事業として実施しています。（表

２－４－２）

表２－４－２　できることから始めよう！身近な緑づくり運動

年 度 個 人 団 体 合 計

７～15 17,972本 87,989本（1,362団体） 105,961本

16 2,639本 6,124本（107団体) 8,763本

17 2,166本 3,960本（86団体） 6,126本

18 2,606本 4,751本（149団体) 7,357本

19 2,932本 4,933本（158団体) 7,865本

20 2,826本 4,702本（131団体) 7,528本

計 31,141本 112,459本（1,993団体） 143,600本

成した後、公共施設等の緑化に活用し、緑

豊かな生活環境づくりの推進と樹木の有効

活用を図る事業を平成５年度から実施して

います。（表２－４－１）

　　③　宝くじ協会助成事業（公共施設等緑化事

業）

　自治宝くじの普及宣伝及び緑化運動の推

進を目的に、不特定多数の方々の目にふれ

ることの多い公共施設、学校等の緑化事業

を財団法人日本宝くじ協会からの助成金を

財源として昭和60年度から実施していま

す。（表２－４－３）

　平成20年度は島根県立古代出雲歴史博物

館及び奥出雲町立高田小学校に樹木学習園

を整備しました。
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第２章　人と自然との共生の確保

　　緑化推進運動

　森林や樹木等の有する公益的機能に対する

県民の期待が高まり、県民の自発的な協力に

よって森林を守り育てていくため、平成７年

５月８日「緑の募金による森林整備等の促進

に関する法律」が制定され、緑の募金が誕生

しました。

　この法律に基づき島根県では、島根県緑

化推進委員会が緑の募金活動と募金による森

林の整備及び緑化の推進の取り組みを行って

います。

　平成20年度においても、緑の募金を活用し

て森林整備事業、緑化推進事業、国際協力事

業及び緑の少年団活動事業を行いました。

　また、県立緑化センターを中心にして緑化

研修会や緑化相談の実施、公共施設の緑化推

進を通じて緑化に関する普及啓発を図りまし

た。

表２－４－３　宝くじ協会助成事業（公共施設等緑化事業）の実績

年 度 箇 所 名 箇 所 数

Ｓ60～Ｈ15 松江商業高等学校、浜田商業高等学校ほか 36

16 出雲郷小学校 1

17 斐川町環境学習センター 1

18 出雲農林高等学校 1

19 湖陵小学校 1

20 古代出雲歴史博物館、高田小学校 2

計 42

３　都市公園の整備【都市計画課】

　都市公園とは、次に挙げる公園又は緑地です。

　①　地方公共団体が設置する公園又は緑地

　・都市計画法により都市計画施設に位置付けら

れた公園又は緑地

　・都市計画区域内において設置する公園又は緑

地

　②　国が設置する公園又は緑地（国営公園）

　都市公園は、都市空間に緑豊かなオープン

スペースを確保し、都市景観の向上に役立つと

ともに、健康の維持増進やレクリエーション活

動、文化活動の拠点となるほか、災害時の避

難場所となるなどの多様な機能を有しています。

特に近年は地球温暖化対策として、都市公園

が温室効果ガスの吸収源として位置づけられ

るなど重要な役割を担うようになりました。

　都市公園の種類としては、表２－４－４の

とおりです。

種 類 種 別 内 容

住区基幹

公 園

街 区 公 園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で

１箇所当たり面積0.25haを標準として配置します。

近 隣 公 園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で１

箇所当たり面積２haを標準として配置します。

地 区 公 園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園

で１箇所当たり面積４haを標準として配置します。

都市基幹

公 園
総 合 公 園

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供す

ることを目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当たり面積10～50ha

を標準として配置します。

表２－４－４　都市公園の種類
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第２章　人と自然との共生の確保

種 類 種 別 内 容

都市基幹

公 園
運 動 公 園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都

市規模に応じ１箇所当たり面積15～75haを標準として配置します。

大 規 模

公 園

広 域 公 園

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充

足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位

ごとに１箇所当たり面積50ha以上を標準として配置します。

レクリエーション

都 市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レ

クリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に

基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各

種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏

その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1,000haを

標準として配置します。

国 営 公 園

一の都府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的と

して国が設置する大規模な公園で、１箇所当たり面積概ね300ha以上

として配置します。国家的な記念事業等として設置するものにあって

は、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置します。

特 殊 公 園
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に

則し配置します。

緩 衝 緑 地

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナー

ト地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発

生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置

について公害、災害の状況に応じ配置します。

都 市 緑 地

主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図る

ために設けられている緑地であり、１箇所当たり面積0.1ha以上を標

準として配置します。

但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹

により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地

を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とします。（都市計画決

定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するのものを含む）

都 市 林

主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とす

る都市公園であり、都市の良好な自然的環境を形成することを目的と

して配置します。

広 場 公 園

主として商業・業務系の土地利用が行われる地域において都市の景観

の向上、周辺施設利用者のための休息等の利用に供することを目的と

して配置します。

緑 道

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等

を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するよう

に設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅

員10～20を標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前

広場等を相互に結ぶよう配置します。

注）近隣住区＝幹線街路等に囲まれた概ね１四方（面積100ha）の居住単位（小学校区に相当）

　本県の都市公園は、1982年（昭和57年）に

開催された「くにびき国体」を契機に整備が

促進されました。平成21年３月31日現在の都

市公園の開設面積は、約966ha、都市計画区

域内人口１人あたりの公園面積は約17.6と

なっており、全国平均（約9.6）を上回っ
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第２章　人と自然との共生の確保

ています。しかし、市街地における身近な余

暇活動の場となる住区基幹公園の整備は不足

しており、県民の余暇需要に対応できていな

いのが現状です。また、今後は既存の公園施

設の老朽化に伴う維持管理費の増大が予測さ

れるため、適切な施設保全計画を策定し、計

画的な改築・更新を推進することとしていま

す。

　高齢者社会の到来や余暇時間の増大に伴

い、あらゆる人々が身近に憩える場として都

市公園の果たす役割は今後益々大きくなると

思われます。今後とも、県民の多様な需要を

満たすよう、都市公園の整備及び利用の促進

を図っていきます。

４　多自然川づくりの推進【河川課】

　平成９年に河川法が改正され、河川法の目的

に「河川環境の整備と保全」が位置づけられた。

また平成18年には、１．河川全体の自然の営み

を視野に入れ、２．地域の暮らしや歴史・文化

と結びつきのある、３．河川管理全般を見据え

た多自然川づくりという３つの事項を踏まえた

「多自然川づくりへの展開」が出され、「多自然

川づくり」が全ての河川における川づくりの基

本となった。

　そのため、個別箇所の局所的な視点ではなく

河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮

らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が

本来有している生物の生息・生育・繁殖環境、

並びに多様な河川風景を保全あるいは創出する

ために河川管理を行う「多自然川づくり」を推

進している。

５　水道の整備【薬事衛生課】

　平成20年度末現在、県内の水道施設は上水道

が14箇所（給水人口約53万人）、簡易水道が198

箇所（給水人口約17万人）、専用水道が42箇所（約

1,800人）となっています。

　約69万７千人の県民が水道を利用しており、

県内の水道普及率は96.8％に達していますが、

今後もより一層の普及促進が求められていま

す。

表２－４－５　水道施設数 （単位：箇所）

水道用水供給
事業（県営）

上 水 道 事 業 簡易水道事業
専用水道 合 計

市 町 事務組合 計 公営 その他 計

3 2 8 9 3 20 199 9 208 10 240

4 2 8 9 3 20 202 10 212 10 244

5 2 8 9 3 20 204 10 214 10 246

6 2 8 9 3 20 204 12 216 10 248

7 2 8 9 3 20 208 9 217 10 251

8 2 8 9 3 20 207 7 214 7 243

9 2 8 8 3 19 210 6 216 7 244

10 2 8 8 3 19 208 2 210 6 237

11 2 8 8 3 19 203 2 205 5 231

12 2 8 8 3 19 203 2 205 3 229

13 2 8 8 3 19 203 2 205 3 229

14 2 8 8 3 19 200 2 202 29 252

15 2 8 8 3 19 201 2 203 36 260

16 2 10 4 1 15 200 2 202 40 259

17 2 10 3 1 14 201 2 203 38 257

18 2 10 2 1 13 200 2 202 40 257

19 2 11 2 1 14 197 2 199 39 254

20 2 11 2 1 14 196 2 198 42 256
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第２章　人と自然との共生の確保

表２－４－６　水道普及率

総人口 給水人口 普及率
上水道事業箇所 簡易水道事業箇所 専用水道箇所 全　国

普及率給水人口 給水人口 給水人口

３ 774,282 699,184 90.3 20 512,074 208 185,954 10 1,156 94.9

４ 771,369 700,845 90.9 20 513,597 212 186,126 10 1,122 95.1

５ 770,039 706,737 91.8 20 519,370 214 186,272 10 1,095 95.3

６ 769,854 708,084 92.0 20 520,480 216 186,511 10 1,093 95.5

７ 768,299 712,909 92.8 20 522,659 217 189,198 10 1,052 95.8

8 768,691 715,326 93.1 20 526,486 214 187,775 7 1,065 96.0

９ 768,310 716,660 93.3 19 525,591 216 189,993 7 1,082 96.1

10 765,980 717,655 93.7 19 527,556 210 189,238 6 861 96.3

11 763,699 716,808 93.9 19 528,070 205 188,048 3 690 96.4

12 759,033 714,521 94.1 19 528,311 205 185,739 3 471 96.6

13 755,878 712,387 94.2 19 526,166 205 185,750 3 471 96.7

14 752,826 713,969 94.8 19 527,065 202 184,981 29 1,923 96.8

15 749,224 712,410 95.1 19 528,172 203 182,597 36 1,641 96.9

16 744,702 713,081 95.8 15 528,650 202 182,244 40 2,187 97.1

17 737,441 707,496 95.9 14 526,858 203 178,660 38 1,978 97.2

18 732,235 706,522 96.5 13 523,040 202 181,374 40 2,108 97.3

19 726,397 701,852 96.6 14 527,631 199 172,383 39 1,838 97.4

20 720,290 697,450 96.8 14 525,854 198 169,805 42 1,791 －

（注）水道法に定める水道の定義
　 　上水道事業　　　　計画給水人口5,001人以上の水道事業
　 　簡易水道事業　　　計画給水人口101人～5,000人の水道事業
　 　専用水道　　　　　居住者101人以上の自家用水道及び水道事業以外の水道で20を超える給水能力をも

つ水道
　 　水道用水供給事業　水道事業（上水道・簡易水道）に水道用水を供給する事業
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